
○議案第４３号 守口市児童公園条例の一部を改正する条例案について

□□□審議経過□□□

＝総務建設委員会委員長報告＝

ご報告申し上げます。

本案は、防犯上等の問題などにより一部を閉鎖していた守居児童公園について、老朽化

に加え、大阪北部地震の影響により利用者の安全確保が困難な状況となったことから、当

該公園を廃止しようとするものであります。

本委員会といたしましては、審査を行いました結果、特段の異論もなく、満場一致をも

って、これを原案どおり可決すべきものと決した次第であります。

以上、委員長報告といたします。


